
 

東京都水道局「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」Ｑ＆Ａ 

（令和６年５月 14 日改定） 

 

 

１．試行対象工事 

Q1-1 土木工事と他業種の工事との合併工事を発注する場合、対象となるのでしょうか。 

A1-1 試行要領１．（２）に該当する土木工事のみ適用対象となります。例えば、土木工事と建

築工事の合併工事の場合、土木工事積算分は補正の対象となりますが、建築工事積算分

は補正の対象外となります。 

 

Q1-2 シールド工事や立坑築造などの工事は適用対象となるのでしょうか。 

A1-2 坑内や屋内作業のように、主たる工種が屋外と作業環境が異なる場合は、環境省の計測

方法を準用し、施工場所における暑さ指数（ＷＢＧＴ値）を測定した結果が２５以上と

なった場合、適用対象とします。 

 

 Ｑ1-3 試行要領１．（２）の製作期間を含む工事は対象期間から除くとありますが、工事製作

期間と屋外作業の施工期間が重複している場合は、どのように考えるのですか。 

 A1-3 工事製作期間と施工期間が重複している場合は、屋外作業の作業期間が適用対象となり

ます。逆に、工場製作のみ実施している場合は対象外となります。 

 

 Q1-4 当該工事に関連する作業（騒音、振動、地盤沈下、地下水等調査等）は、対象期間に含

まれますか。 

 A1-4 対象期間に含まれます。 

 

Q1-5 現場環境改善費（安全関係）における「避暑(熱中症予防)」との併用は可能ですか。 

A1-5 併用が可能です。 

 

Q1-6 平日に休工した場合は、その日は対象期間に含まれるのでしょうか。 

A1-6 対象期間に含まれます。平日の休工日は、契約上の工期内での休工であり、試行要領

２．（４）の対象期間に含まない期間にはあたらないためです。 

   なお、平日に休工した場合は、その日が真夏日であったとしても、試行要領２．（２）

により休工日は真夏日に含めないため、真夏日の算出にあたっては注意してください。 

 

 

 



Q1-7 受注者が熱中症対策に資する現場管理費補正を希望する場合、受発注者協議は必要で

すか。 

A1-7 書類簡素化の観点から協議は必要ありません。対象期間と、真夏日に作業を実施した

日数が確定し次第、必要な真夏日の算出根拠資料、熱中症対策を実施した状況が分かる

写真等を監督員に提出してください。提出資料に鑑をつける必要はありません。 

   監督員は必要書類を受領し次第、速やかに現場管理費補正の設計変更を行ってくださ

い。 

  



例
8/1
（月）

8/2
（火）

8/3
（水）

8/4
（木）

8/5
（金）

気象庁観測データ（気温） 33℃ 29℃ 27℃ 30℃ 27℃
環境省観測データ（WBGT) 28 25 24 24 28

○ ○ × ○ ○真夏日判定

２．計測・真夏日率の算出方法について 

Q2-1 試行要領２．（３）の真夏日の報告等について、決まった様式はあるのですか。 

A2-1 様式の指定はありません。巻末別紙を参考に、環境省または気象庁のホームページなど

から、真夏日に作業を実施した日数の算出根拠となる資料を監督員へ提出してください。

提出資料に鑑をつける必要はありません。 

 

Q2-２ 工事が一部一時中止となったため、施工中の工種が工事製作期間のみとなった場合は、

適用となりますか。 

A2-２ 工事製作期間のみとなった場合はその期間は対象外となります。 

 

Q2-３ 基準日の設定について、どのように行うのでしょうか。また、決まった様式があるので

しょうか。 

A2-３ 試行要領２．（４）のとおり、「基準日」は工事着手日を基本とします。そのため、契約

確定の翌日などから契約工期の始期が明確になっている場合や、工事着手日指定書の請

書を提出する場合は、基準日の設定の関する協議及び書類の提出は不要です。 

 

Q2-４ 環境省の暑さ指数（WBGT）と気象庁の日最高気温の観測データは、どちらを優先して

採用するのですか。例えば、日最高気温が 30℃以下でも WBGT が 25 の場合（もしく

はその逆の場合）はどうすればよいですか。 

A2-４ 環境省及び気象庁観測データのどちらか一方でも基準値を上回った場合は、真夏日と判

定してください。（下表の例を参照願います。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-５ 昼間施工と夜間施工を同日に施工する場合、真夏日はどのように算出すればいいですか。 

A2-５ 昼間施工と夜間施工が同日の場合、昼夜どちらかで基準値を超えていたら、真夏日 1 日

としてください。 

 

Q2-６ 工期内の日曜日及び土曜日に作業を行う場合は、対象期間として計上するのですか。 

A2-６ 作業を行う日曜日及び土曜日については、対象期間に含まれます。 

 



Q2-7 工期の途中から熱中症対策を実施した場合（工事１年目の夏は熱中症対策を実施してな

かったが、２年目の夏から熱中症対策を実施した場合など）は、どのように対象期間及

び真夏日を計上するのですか。 

A2-7 対象期間は工事着手日（基準日）から工事完成日とし、真夏日は熱中症対策を開始した

時期から工事完成日までの真夏日日数を算出してください。熱中症対策を開始した時期

は、受注者が提出する資料にて、実際に熱中症対策が行われているか確認してください。 

 

  



３．その他 

Q3-1 令和元年１０月１日より前に起工し現在も引き続き施工を行っている工事においても、

現場管理費の補正は適用可能ですか。 

A3-1 まず、発注者から、本要領の適用により熱中症対策に関する現場管理費補正の対象案件

となることが通知されます。それを受けて、補正を希望する場合は、要領に基づき対応

を行ってください。 

 

Q3-2 既済検査を受ける場合は、補正を適用して変更処理をするのでしょうか。 

A3-2 補正率は、工事完成日が確定しないと算出出来ないことから、工期途中での変更には適

用せず、最終の設計変更の段階で補正を行ってください。 

 

 Q3-3 一部一時中止の期間中は、対象期間をどのように算出するのでしょうか。 

 A3-3 一部一時中止期間内に別途屋外で施工している場合は、その屋外施工の期間が対象期間

に含まれます。 

 

Q3-4 今回の補正には、どのような予防策が適用対象となるのでしょうか。 

A3-4 空調機器類（空調機能付作業服、首掛けクーラー）や冷感スプレー等が対象となりま

す。なお、現場管理費補正のほかに現場環境改善費で「避暑（熱中症予防）」を計上し

ている案件については、それぞれ適用対象となる熱中症予防策は下表を想定しています

ので、ご留意願います。（ただし、どちらか一方の費用を計上している案件はこの限り

ではありません。） 

 

  熱中症予防策の参考例 

熱
中
症
対
策 

共通仮設費 

(現場環境改善費) 

 スポットクーラー、扇風機 

 ドライミスト発生装置 

 送風機等 

 テント付きの屋外休憩所 

              等 

現場管理費 

 空調機能付作業服、首掛けクーラー等 

 冷感スプレー等 

 塩飴、スポーツドリンク等 

 

 

 

 



Q4-5 現場管理費を補正する場合、熱中症対策の実施状況について、受注者はどのような資

料を監督員に提出すればよいですか。 

A4-5 工事記録写真撮影要綱の「その他 環境対策・イメージアップ」に基づき、対策ごと

に１回撮影し、熱中症対策を実施状況が分かる資料を提出してください。 

 



別紙 真夏日の算出根拠となる資料（例） 

 
 

 

休工や休日施工を行った場合、 

その旨も記載願います。 

 

真夏日の着色やその他補足事項の記入等は、 

手書きなど簡易な方法で構いません。 

監督員は受注者提出資料と工事週報・週間工程表等により、 

真夏日に現場作業を実施した日数を確認してください 

受注者提出資料：真夏日日数がわかる資料 

（気象庁・環境省 HP 等による、施工場所から最寄りの観測所の最高気温や WBGT 情報） 


